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1. 点検結果記録要領 

 

1-1 現場で使用する帳票など 

現場で使用する帳票は、『橋梁点検支援システム』から出力される記入シートを用いる。 

 

①点検メモ記入シート 

橋梁の概況写真番号や点検時に気になった点などのメモを橋梁単位で記録する。 

記入方法は特に限定しない。 

 

②損傷図記入シート 

損傷状況や写真撮影箇所などを径間単位、下部工単位で記録する。 

記入方法は特に限定しない。 

 

③点検結果記入シート 

点検箇所、損傷状況の評価、第三者被害の可能性などを径間単位、下部工単位で記録する。 

点検した箇所、項目にチェックマークを付け、損傷がある場合には損傷等級の発生割合

を記入し、第三者被害の可能性にチェックマークを付ける。 

なお、本帳票は損傷の記録以外に点検漏れの防止、損傷度評価の均一化を大きな目的と

しているため、必ず現場にて記入する。 

 

④写真チェックプリント 

撮影した写真は、『橋梁点検支援システム』によってチェックプリントを出力する。 

 

上記の①～④を野帳としてまとめ、『橋梁点検支援システム』へのデータ入力や損傷図

の作成に使用する他、最終的に成果品として提出する。 
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1-2 写真の撮影 

写真の撮影は次の点に留意して実施する。 

 

①撮影箇所 

橋梁単位：側面全景、路面状況、代表的な下部工正面、橋暦版 各1枚 

損傷単位：損傷箇所の全景(場合によっては接写)損傷ごとに1枚以上 

 

②撮影箇所 

損傷の写真には、損傷の大きさを把握できる様に標尺(ロッド)などを入れて撮影するこ

とが望ましい。また、鋼板接着部の損傷など写真として表現しにくい場合については、浮

きを生じている部分にチョーキングを施すなど、損傷を把握しやすい写真撮影に心がける

。 

 

③使用するカメラ 

成果品の作成は、全てデジタルデータとなるため、カメラはデジタルカメラを使用し、

記録方式はJPEGを基本とする。 

なお、高画質のカメラを使用した場合、ファイルサイズが大きくなるため、損傷の判別

に支障を来たさない程度の画質に変更しての登録を基本とする。 
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1-3 報告書で使用する帳票など 

報告書として使用する帳票は、野帳をもとに『橋梁点検支援システム』へデータ入力し、

『橋梁点検支援システム』から出力される調書を用いる。 

 

①橋梁台帳 

『橋梁点検支援システム』へ橋梁の概況写真(側面・路面・下部工・橋暦板)を登録する

事によって自動的に出力される。(橋梁単位) 

 

②橋梁一般図 

既存の一般図などを利用してイメージデータを作成し、『橋梁点検支援システム』へ登

録する事によって自動的に出力される。(橋梁単位) 

 

③点検結果総括表、調書 5：点検調査票 

点検結果記入シートの記録結果を『橋梁点検支援システム』へ入力する事によって自動

的に出力される。(点検結果総括表は橋梁単位、点検調査票は径間・下部工単位) 

 

④損傷図 

野帳をもとに損傷図を清書・イメージデータ化し、『橋梁点検支援システム』へ登録す

る事によって自動的に出力される。(径間・下部工単位) 

 

⑤写真台帳 

『橋梁点検支援システム』へ損傷写真を登録する事によって自動的に出力される。(橋

梁単位)なお、損傷写真は、点検結果記入シートに記録した損傷に対して登録するものと

し、撮影した全ての写真を登録する必要はない。 

 

⑥橋梁診断書 

『橋梁点検支援システム』へ所見や処方を入力する事によって自動的に出力される。

(橋梁単位) 
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1-4 損傷図の書き方 

損傷図には、損傷位置、損傷番号、損傷種類、損傷状態と損傷に対応した写真の番号は

判別できる様に作成する。 
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2. 点検結果記入例 
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3. 点検結果出力 
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